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Ⅱ  生 涯 学 習  

 

１  重点施策に係る主な事業 

生涯学習社会の実現は、市民の自己実現のみならずいきいきと活性化する地域の実現

でもある。 

そのためには、市民の自発的、自主的な活動の支援と環境整備が教育行政に課せられ

た重要な役割である。教育委員会では、生涯学習推進スローガンを“学びあい 心ふれ

あう いきいき にいざ”と定め、市民一人一人が心の豊かさを実感できる地域社会の

創造を目指し生涯学習諸施策を推進する。 

 

(1) 生涯学習の推進 

  事    業 内               容 

① 
社会教育委員会議 

委員１０名 
社会教育委員会議を開催し、社会教育行政の推進につ

いて広く意見を求める。 

② 
社会教育指導員の設置 

  指導員８名 

社会教育指導員を、各公民館・コミュニティセンター
に８名配置している。指導員は、講座の企画・運営、利
用者の学習指導、関係団体・サークルの育成などに当た
っている。 

③ 
生涯学習情報の市ホー
ムページへの掲載 

生涯学習情報「にいざの生涯学習」をとりまとめ、学
習情報やイベント情報などを発信している。 

④ 市内大学公開講座 
高等教育機関との連携を目指し、市内３大学と提携し、

公開講座を開催している。 

⑤ 
生涯学習ボランティア
バンク 

市民の学習活動や地域活動に対して指導及び援助を行
うことができる人材を登録したボランティアバンクを運
営し、更にその活用を図る。 

⑥ 学習相談 
電話や窓口での学習に関する照会・相談については、

常時職員及び社会教育指導員が応じている。 

⑦ 
社会教育関係団体の支
援・育成 

社会教育関係団体に対して助成、助言などを行い、育
成、支援を図る。 
・新座市文化協会 
・新座市ＰＴＡ・保護者会連合会 
・新座市婦人会連合会 
・新座市人権教育推進協議会 
・その他の団体 

⑧ 社会教育施設の整備 

社会教育施設の適正配置や整備についての調査・研究

を行い、市民の学習・文化活動のニーズに応えた社会教

育施設の充実を図る。 
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  事    業 内               容 

⑨ 
にいざプラスカレッジ

（旧：市民総合大学） 

 会場や講師など市内３大学の協力を得て、教養コー

ス・まちづくりコース・ウエルネスコースの３コースを

設け、高度で体系的な講義を年５～７回程度開催する。 

※市民総合大学開校２０周年を迎え、リニューアルした

もの。 

⑩ 
快適みらい都市づくり

出前講座 

 市民の求めに応じ、市民が主催する集会などに市職員

等が講師として出向き、市政の説明、職員の専門知識を

生かした講義を提供する。 

⑪ 二十歳の集い 

平成１７年４月２日から平成１８年４月１日までに生
まれた方を対象に、式典参加者で組織される二十歳の集
い実行委員会と教育委員会の企画・運営による式典を実
施する。 
・令和８年１月１２日（月）（成人の日）開催 

⑫ 子ども大学にいざ 
市内大学、市民団体及び埼玉県等と連携し、「はてな

学」、「生き方学」、「ふるさと学」等といった小学生の知
的好奇心を満たす学びの場を提供する。 

 

(2) 文化芸術の振興 

 事    業 内               容 

① 文化関係事業の推進 

文化芸術活動を支援・推進することにより、市民の文

化的教養を高め、地域文化の振興に寄与する。 

・市民まつり文化祭の実施 

② 
各種市民文化活動の 

支援 

市民の文化的教養を高め、豊かな市民文化を創造する

ために、新座市文化協会ほか市内の個人・団体による各

種文化活動に対しての相談、照会などに応じ、また、後

援や広報活動の便宜提供などの支援を行っている。 

③ 市民ギャラリーの運営 
市役所第二庁舎１階の市民ギャラリーを、文化・芸術

作品の展示及び鑑賞の場として運営する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年二十歳の集い 
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２ 青少年教育 

 次代を担う青少年が、ボランティア活動等の自主的な活動を行える機会や場を充実す

るとともに、非行を防止し、健全な育成を図るため、学校、地域社会、関係機関相互の

連携を深め青少年健全育成の推進に努める。 

 

(1) 青少年育成事業の推進 

 事    業 内               容 

① 青少年教育振興助 
成事業 

 ２１世紀を担う青少年の健全な育成と青少年教育の振
興に資することを目的として、活動団体及び個人に対し
助成金を交付する。 

② 新座っ子ぱわーあっぷ
くらぶ事業 

 市内在住の小学生を対象に、市内小学校等を会場とし、
文化、学習、スポーツ、体験活動のジャンルで２８のク
ラブを開設する。原則毎月第１・３土曜日の午前中に活
動する。 
・令和７年９月～令和８年３月 

③ 青少年育成関係団体の
支援・育成 

 青少年育成関係団体に対して助成、助言等を行い、育
成支援を図る。 
 ・新座市青少年育成推進員会 
 ・新座ＢＳ・ＧＳ中央育成会 

④ 青少年健全育成事業の
推進 

 教育長を始め、市議会議員や学識経験者及び関係団体
等で構成される会において、青少年に係る問題を検討し、
提起する。 
 ・新座市青少年問題協議会 

⑤ 青少年健全育成に係る
地域コミュニティの推
進 

 「思いやり」、「正義感」、「生命や人権を大切にする心」、
「社会貢献の精神」など人間として生きていく上で大事
な子どもたちの「生きる力」の育成のために、家庭、学
校、地域が連携・協力し、地域ぐるみで子どもたちの健
やかな成長を図ることを目的として、中学校区ごとに設
置されている「ふれあい地域連絡協議会」を支援する。 

⑥ 
新座市子どもの放課後
居場所づくり（ココフレ
ンド）事業 

 子どもたちを心豊かで健やかに育む、安全・安心な居
場所として、小学校施設を活用し、勉強や遊び、体験・
交流活動を行うココフレンドを全１７小学校で実施す
る。 

 

３ 人権教育 

 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」及び「部落差別の解消の推進に関する

法律」の精神に則り、同和問題を始めとした女性、子ども、高齢者、障がい者、在日外

国人、セクシュアルマイノリティ（性的少数者）、その他の人権問題の正しい理解と認

識を図るための諸政策を推進する。 
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(1) 人権教育の推進 

 事    業 内               容 

①  
人権教育指導者養成講

座 

様々な人権問題を正しく理解し、地域や職場等におい

て適切な指導や助言等を行うことのできる人材の育成、

確保を図る。 

②  
小学６年生保護者対象

の人権研修会 

 保護者を対象とした人権教育研修会を各小学校で開催

し、保護者の人権問題への正しい理解を深めるとともに、

学校と家庭が相互に補強し合うことによって、真に差別

を許さない人間形成を目指すことを目的に実施する。 

③  

人権作文集の作成・配布  市立小・中学生から人権作文を募集し、優秀な作文を

掲載した人権作文集「ふれあい」を作成して、市内の公

共施設や病院の待合室等に配布し、地域の中で日頃見落

としがちな「人権」について、再認識してもらうことを

目的に実施する。 

④  
人権啓発冊子の作成・配

布 

 

 同和問題を始め様々な人権問題の解決を目指し、市民

向けの啓発冊子を作成し、研修会等の資料として活用す

る。また、各公民館等に配布する。 

⑤  
人権標語・ポスターの募

集、展示 

 市立小・中学生の人権意識の高揚を図り、様々な差別

の解消を目指し、差別のない明るい社会を実現するため

に、人権問題に関係する標語とポスターを募集し、人権

週間に合わせて展示する。 

⑥  

人権講演会  すべての人々の人権が真に尊重される社会の実現を目

指し、広く地域住民を対象に人権に対する理解と認識を

深めることを目的として開催する。 

 

４ 文化財保護事業  

文化財諸調査の実施や令和４年度に策定した「埼玉県指定史跡野火止用水保存活用計

画」に基づく各種事業の展開等を通して市民の郷土愛を育み、文化財保護思想の普及及

び周知を図るとともに、文化財愛護活動の育成と支援に努める。 

また、市内に所在する文化財を保護し、指定文化財の維持・管理を充実し、文化財の

活用を促進するため、教育長の諮問機関として文化財保護審議委員会を組織し、６名の

委員によって、随時会議を行っている。 

埼玉県指定史跡野火止用水と平林寺を始めとする周辺の景観を次世代に継承してい

くために策定した「野火止用水・平林寺の文化的景観保存計画」を推進するとともに、

文化的景観の普及・啓発活動を行う。また、「睡足軒の森」の活用を行う。 

 

文化財  

新座市内には、旧石器時代の市場坂遺跡、縄文時代の安才遺

跡や嵯峨山遺跡・鐙田遺跡、弥生時代から古墳時代の新開遺跡、

平安時代の大和田カミ遺跡・駒形遺跡など１００か所を超える

遺跡があり、３万年以上も前から人々が生活を営んでいる。 

そして、普光明寺や法臺寺などの中世寺院、岩槻に創建され 大和田氷川神社はだか神輿・大和和田囃子 
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野火止に移転した平林寺（天然記念物、建造物、史跡、名勝、古文書）、開拓農民の生

活水確保のため開削された野火止用水、江戸時代から伝えられている里神楽や囃子・獅

子舞、古文書や石仏等貴重な数多くの文化財が市内各地に残されている。これらは、後

世の新座市民へ継承していくべき貴重な財産である。 

 

(1) 指定文化財一覧  

指定別 種  別 名      称 所 在 地 
所 有 者 

（管理者） 
指定年月日 

国指定 天 然 記 念 物 平林寺境内林 野火止3-1083他 平 林 寺 他 
昭和 43．5．28 

昭和 51．5．12 

（追加指定） 

県指定 建 造 物 平林寺 惣門・三門・仏殿・中門 野火止 3-1-1 平 林 寺 昭和 48．3．9 

彫 刻 木造他阿真教上人坐像 道場 1-10-13 法 臺 寺 平成 9．3．18 

考 古 資 料 
法臺台寺板石塔婆群 付 致得元

年銘の板石塔婆 
道場 1-10-13 法 臺 寺 昭和 42．3．28 

史 跡 野火止用水 野火止他 （ 新 座 市 ） 昭和 19．3．31 

史 跡 松平伊豆守信綱夫妻の墓 野火止 3-1-1 個 人 （ 平 林寺 ） 昭和 31．11．1 

名 勝 平林寺林泉境内 野火止 3-1-1 平 林 寺 昭和 19．3．31 

古 文 書 野火止新田開発関係資料 野火止 1-1-1 （新座市教育委員会） 昭和 58．3．22 

古 文 書 平林寺文書 野火止 3-1-1 平 林 寺 平成 11．3．19 

市指定 建 造 物 普光明寺山門 大和田 4-13-30 普 光 明 寺 平成 12．3．17 

絵 画 絹本著色弁才天像 道場 1-10-13 法 臺 寺 平成 12．3．17 

彫 刻 木造阿弥陀如来及び観音・勢至両菩薩立像 道場 1-10-13 法 臺 寺 平成 6．3．31 

彫 刻 氷川神社本殿透彫胴羽目彫刻 大和田 4-15-13 氷 川 神 社 平成 12．3．17 

彫 刻 木造観智国師坐像 道場 1-10-13 法 臺 寺 平成 26.12.11 

典 籍 大威徳陀羅尼経第十二巻 大和田 4-13-30 普 光 明 寺 昭和 53．2．28 

史 跡 野火止用水陣屋堀築堤遺構 野火止 1-17 （ 新 座 市 ） 令和 6．8．29 

古 文 書 旧大和田町役場保管文書近世文書群 野火止 1-1-1 （新座市教育委員会） 昭和 55．4．10 

古 文 書 野火止用水古絵図 野火止 1-1-1 （新座市教育委員会） 昭和 55．4．10 

古 文 書 正徳六年「草庵再造記」 菅沢 1 丁目 （ 個 人 ） 平成元．3．31 

歴 史 資 料 旧菅沢村名主資料 あたご 2 丁目 （ 個 人 ） 平成元．3．31 

歴 史 資 料 旧栗原村名主資料 栗原 2 丁目 （ 個 人 ） 平成元．3．31 

歴 史 資 料 旧原ヶ谷戸村名主資料 野火止 1-1-1 （新座市教育委員会） 平成元．3．31 

無 形 文 化 財 武州里神楽 野火止 7 丁目 （ 個 人 ） 昭和 42．3．8 

無 形 文 化 財 大和田囃子 大和田 4-15-13 (大和田囃子保存会) 昭和 55．4．10 

無 形 文 化 財 中野の獅子舞 中野 1-4-5 (中野獅子舞保存会) 平成 6．3．31 

有形民俗文化財 石造地蔵菩薩坐像 馬場 3-3-2 (稲荷会館地蔵講中) 昭和 57．3．4 

有形民俗文化財 鬼鹿毛の馬頭観音 大和田 1-16 （ 普 光 明 寺 ） 平成 2．5．10 

有形民俗文化財 断髪奉納額 野火止 3-13-8 若 宮 八 幡 神 社 平成 6．3．31 

有形民俗文化財 力石 野火止 3-13-8 若 宮 八 幡 神 社 平成 6．3．31 

有形民俗文化財 女人講碑 北野 1-3 北 野 観 音 堂 平成 6．3．31 

有形民俗文化財 野火止氷川神社の力石 野火止 8-4-7 氷 川 神 社 平成 29. 6.21 

有形民俗文化財 片山富士 道場 1-10-13 法 臺 寺 令和 2．3．24 

無形民俗文化財 大和田氷川神社はだか神輿 大和田 4-15-13 (大和田氷川神社氏子会) 平成 14．11．1 

国認定 選定保存技術・保持者 木工品修理 東 1 丁目 （ 個 人 ） 平成 9．6．6 

国登録 有形文化財（建造物） 睡足軒 野火止 1-20-12 平 林 寺 平成 28.  8. 1 

県選定 重 要 遺 跡 市場坂遺跡 新塚 4727 他 （ 新 座 市 ） 昭和 51．10．1 

重 要 遺 跡 嵯峨山遺跡 堀ノ内一・二・三丁目地内 ― 昭和 51．10．1 
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(2) 歴史民俗資料館（れきしてらす） 

 

 

 

 

 

 

 

歴史民俗資料館は、市の歴史や民俗、文化の魅力を発信する拠点として、新座の通史

を伝える常設展示を行い、資料の展示に加えて新たに導入したデジタルサイネージによ

り情報を伝えている。さらに、企画展示や貴重な文化財・美術品の季節ごとの展示や、

講演会等の様々な企画を実施する。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置 昭和 56 年 11 月 
所在地 野火止 2-9-37 

移転 令和 5 年 4 月 

T E L 048-481-0177 F A X 048-481-0149 

利用時間 午前 9 時から午後 5 時まで（入館は午後 4 時 30 分まで） 

休館日 

月曜日（祝日の場合はその直後の祝日でない日）、 

国民の祝日（文化の日は除く）、12 月 29 日～1 月 3 日、資料整理日

（毎月月末。ただし休館日に当たるときは、その前日） 

入館料 無料 

複合施設外観 展示室の様子 
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(3) 「睡足軒の森」 

 「睡足軒の森」は平林寺境内林の一部で、昭和５１年に国指定天然記念物平林寺境内

林の追加指定を受けた。平成１４年５月から、市民の憩いの場として敷地内の一部を開

放するとともに、青少年の体験学習や市民による文化的な活動拠点として、平林寺と新

座市が協力して運営に当たっている。平成２８年には、古民家の「睡足軒」が国登録有

形文化財に登録された。 

 

開 園 時 間 
午前 9 時から午後 3 時 30 分まで 

(施設利用：午前 9 時から午後 4時まで) 

休 園 日 

月曜日、水曜日（祝日の場合はその直後の国民の祝日では

ない日） 

年末年始、季節休園期間 

所 在 地 野火止 1-20-12 

TEL・ FAX 048-481-0177・048-481-0149（歴史民俗資料館） 

 

       
 
 
 

５ 新座市民ギャラリー（憩いのギャラリー こもれび） 

 

― 施設のプロフィール ― 

 新座市生涯学習センター・男女共同参画推進プラザ（にい 

ざほっとぷらざ）の閉館に伴い、生涯学習センター内にあった 

ギャラリーの代替施設として市役所に開設した。 

 文化・芸術作品の展示・鑑賞の場として施設の貸出を行って 

いる。 

 

利用料（1 日当たり） 

                        設置年月日  令和 3年 2月 1日（運用開始 令和 3年 5月 10 日） 

所 在 地  新座市野火止一丁目1番1号（市役所第二庁舎1階） 

Ｔ Ｅ Ｌ  048-477-1498（生涯学習スポーツ課） 

施設面積  ギャラリー1  約 60 ㎡／ギャラリー2  約 80 ㎡ 

睡足軒（囲炉裏の間） 睡足軒の森 

画像（２点）提供：金鳳山平林寺 
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６ 公民館・コミュニティセンター 

 

(1) 公民館等運営方針 

① 市民の連帯感を高め、健康で文化的な地域社会を目指す。 

② 学習と実践を通じて、人間としての主体性の確立を目指す。 

③ 文化芸術活動の振興を図る。 

 

(2) 公民館等重点施策（全館共通） 

① 社会的課題及び地域課題に配慮した事業の推進 

② 特色ある事業・各種講座の開催 

③ グループサークル活動及びネットワークづくりへの支援 

④ 学習方策及び学習プログラムの調査研究 

 

(3) 公民館運営審議会 

公民館運営審議会は、「調査審議の過程を通して公民館の運営に住民の意思を反映させ、

地域住民のための公民館を実現する」ことを目的に現在１２名で構成しており、館長の諮

問機関として公民館の事業運営に関する懸案事項についての調査審議等のほか、公民館活

動の充実に向けた研究を行っている。 
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 (4) 公民館・コミュニティセンター紹介 

 

新座市立中央公民館 

 

― 施設のプロフィール ― 

 当公民館は、昭和５３年５月に設置され、地区館として

の機能を有しながらも、全市的、先導的な事業や社会課題

についても積極的に取り組むなど、公民館・コミセンの統

括館として、また生涯学習の中核施設として市民の学習

ニーズに応えている。 

― 施 設 概 要 ― 

１階 体育室・実習室・児童室・ロビー・暗室・事務室 

   図書室（分館） 

２階 美術室・講義室・和室・視聴覚室・青年室 

   レクリエーション室 

別棟 陶芸室 

 

― 特色ある事業等 ― 

a 人形劇フェスティバル 

b パソコン・サロン 

c 男女共同参画セミナー 

d 絵本の広場 

e フリースペース ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 40 

☆令和 7 年度予定講座数 36 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）1,052 人 

設置年月日 昭和 53年 5月 2 日 

所 在 地 新座市道場二丁目 14番 12 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-479-2321 

Ｆ Ａ Ｘ 048-482-4591 

E - m a i l kominkan@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 2,112 ㎡ 

建物延床面積 1,632 ㎡（鉄筋コンクリート 2 階建） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

4,356 回（44,063 人） 

 

    新座市立野火止公民館 

 ― 施設のプロフィール ― 

当公民館は、近代的設備の公民館の第１号として昭和

５１年５月にオープンしたが、経年による施設老朽化から、

複合施設ふるさと新座館新設に伴い、平成２４年１１月１

日にその機能を移転した。 

 

― 施設概要 ― 

ふるさと新座館２階 

 軽体育室、講義室１、講義室２、講義室３、美術室、音

楽室、実習室、和室、児童室、ギャラリー 

 

― 特色ある事業等 ― 

A 大学出前講座 

b 自然観察講座 

c 熟年者のための健康講座（体操、脳トレなどについて） 

d 科学実験教室 

e 絵本の読み聞かせ ほか 

 

 

★令和 6 年度実施講座数 44 

☆令和 7 年度予定講座数 49 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）5,284 人 

設置年月日 昭和 51年 5月 1 日 

移転年月日 平成 24年 11 月 1 日(ふるさと新座館内) 

所 在 地 新座市野火止六丁目 1 番 48 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-478-4523 

Ｆ Ａ Ｘ 048-482-4594 

E - m a i l http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/fu

rusato-niiza/index.html 

敷 地 面 積 1,971 ㎡ 

建物延床面積 1,041 ㎡（野火止公民館該当部分） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

6,601 回（66,745 人） 

 

mailto:kominkan@city.niiza.lg.jp
http://www.s-seiun.co.jp/shisetsu/fu
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     新座市立栗原公民館 

 ― 施設のプロフィール ― 

当公民館は、市の南部に位置する公民館として昭和５９

年５月にオープンした。周囲が住宅に隣接しており、また

当地域には公共施設が比較的少ないことから、市民の学習

活動の場や集会の場としての利用も多く、施設の利用率も

高い。市役所栗原出張所が併設されている。 

 

― 施設概要 ― 

１階 軽体育室・ロビー・事務室・図書室（分館） 

   市役所栗原出張所(併設) 

２階 会議室・和室・実習室・児童室 

 

― 特色ある事業等 ― 

a おはなし会 

b 歴史に学ぶ 

c 伝統を学ぶ 

d 秋の収穫体験 ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 30 

☆令和 7 年度予定講座数 27 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）1,726 人 

設置年月日 昭和 59年 5月 1 日 

所 在 地 新座市栗原三丁目 8 番 34 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 042-423-6801 

Ｆ Ａ Ｘ 042-423-6804 

E - m a i l kurikou@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 2,105 ㎡ 

建物延床面積 812 ㎡（鉄筋コンクリート 2階建） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,465 回（22,536 人） 

 

 

 

 

 

新座市立栄公民館 

 

― 施設のプロフィール ― 

 当公民館は、昭和５８年５月に市内で３番目の公民館と

して市東部に設置され、隣接する県立新座総合技術高校や

福祉の里等と協力・連携を図りながら事業を実施しており、

近隣住民から親しまれる公民館となっている。市役所栄出

張所が併設されている。 

 

― 施 設 概 要 ― 

１階 ロビー・事務室・市役所栄出張所（併設） 

２階 研修室・実習室・児童室 

３階 会議室・軽体育室・和室 

 

― 特色ある事業等 ― 

A 男塾 

b 栄お料理サロン 

c フレッシュボディ講座 

d 暮らしを彩る講座 

e 若草学級 ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 29 

☆令和 7 年度予定講座数  0※休館のため 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）845 人 

 ※令和 7 年度休館のため令和 7 年 3 月に実施 

設置年月日 昭和 58年 5月 10 日 

所 在 地 新座市新塚一丁目 4 番 2 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-481-1101 

Ｆ Ａ Ｘ 048-481-1233 

E - m a i l sakakou@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 1,724 ㎡ 

建物延床面積 761 ㎡（鉄筋コンクリート 3階建） 

（エレベータ付設） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,183 回（18,412 人） 

mailto:kurikou@city.niiza.lg.jp
mailto:sakakou@city.niiza.lg.jp
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新座市立畑中公民館 

 

― 施設のプロフィール ― 

 当公民館は、昭和６１年５月に設置され、施設は卓球等

スポーツが可能な軽体育室や、研修会に適した研修室など、

使い勝手が良い施設となっており、地域住民の生涯学習の

場として親しまれている。また、小学生を対象とした少年

少女発明クラブなど特色のある事業を行っている。 

 

― 施 設 概 要 ― 

１階 会議室兼軽体育室・和室・児童室・講義室・ 

ロビー・事務室 

２階 研修室・会議室・実習室・暗室 

 

― 特色ある事業等 ― 

a 少年少女発明クラブ 

b 大人の電子工作 

c 歴史講座 

d 新そばを打とう 

e クラフトバンドの手芸講座 ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 22 

☆令和 7 年度予定講座数 25 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）879 人 

設置年月日 昭和 61年 5月 10 日 

所 在 地 新座市畑中一丁目 15番 58 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-478-5411 

Ｆ Ａ Ｘ 048-482-4593 

E - m a i l hatakou@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 2,113 ㎡ 

建物延床面積 1,078 ㎡（鉄筋コンクリート 2 階建） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,546 回 27,977 人 

 

 

    新座市立大和田公民館 

 

― 施設のプロフィール ― 

当公民館は、昭和６２年５月に大和田地区待望の施設

として、オープンした。市内では６番目に設置された公

民館である。周囲には新座団地や住宅も多く落ち着いた

環境の中、地域住民の活動の場として親しまれている。

環境講座、福祉理解講座などの特色ある事業を行ってい

る。 

 

― 施設概要 ― 

１階 会議室兼軽体育室・児童室・和室・ロビー 

   事務室・図書室（分館） 

２階 研修室・会議室・実習室・暗室 

 

― 特色ある事業等 ― 

a 環境講座（緑のカーテン、ハーブ活用等） 

b ふれあいタイム 

c 子どもヒップホップダンス 

d  日本文学講座（百人一首）  

e 笑って元気に大和田寄席 ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 27 

☆令和 7 年度予定講座数 25 

☆令和 7 年度公民館まつり 入場者数（2 日間）1,848 人 

設置年月日 昭和 62年 5月 12 日 

所 在 地 新座市大和田一丁目 26番 16 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-479-0517 

Ｆ Ａ Ｘ 048-482-4592 

E - m a i l ohwadakou@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 2,000 ㎡ 

建物延床面積 1,166 ㎡（鉄筋コンクリート 2 階建） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,539 回(30,275 人) 

 

 

 

 

mailto:hatakou@city.niiza.lg.jp
mailto:ohwadakou@city.niiza.lg.jp
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新座市東北コミュニティセンター 

 

― 施設のプロフィール ― 

 当センターは、昭和５６年６月に設置され、昭和６０年

１１月に教育委員会に移管された。以来、公民館類似施設

としての機能を果たしながら、志木駅前の立地を活かした

事業運営に努めている。場所柄、利用率の高い施設である。 

市役所東北出張所が併設されている。 

 

― 施 設 概 要 ― 

１階 ロビー・小会議室・事務室・市役所東北出張所 

（併設） 

２階 集会室・和室・研修室 

３階 ホール・ロビー 

 

― 特色ある事業等 ― 

a イキイキ実年学級 

b 子育てラクラク講座  

c 東北コミセン寄席 

d おはなし会 

e 外国人のための日本語教室 ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 35 

☆令和 7 年度予定講座数 39 

☆令和 7 年度コミセンまつり 入場者数（2 日間）1,499 人 

設置年月日 昭和 56年 6月 1 日 

所 在 地 新座市東北二丁目 28番 5 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 048-474-2577 

Ｆ Ａ Ｘ 048-487-5755 

E - m a i l toukomi@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 580 ㎡ 

建物延床面積 742 ㎡（鉄筋コンクリート 3階建） 

（エレベータ付設） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,859 回（31,376 人） 

 

 

新座市西堀・新堀コミュニティセンター 

 

― 施設のプロフィール ― 

当センターは、市西部地域待望の公共施設として昭和

６０年１１月に設置され、同時に公民館類似施設として、

公民館と同様の事業運営を行っている。モダンな建物とし

て地域住民に親しまれ、利用者も多い。市役所西堀・新堀

出張所が併設されている。 

 

― 施設概要 ― 

１階 郷土資料展示室・集会室兼体育室・和室・事務室 

   図書室（分館）・市役所西堀・新堀出張所（併設） 

２階 研修室・料理実習室・談話室・集会室・会議室 

   児童遊戯室 

 

― 特色ある事業等 ― 

a コミセンおはなし広場 

b みるく広場 

c 野草観察講座 

d アニバーサリーコンサート 

e わらべうたと絵本であそぼう ほか 

 

★令和 6 年度実施講座数 33 

☆令和 7 年度予定講座数 25 

☆令和 7 年度コミセンまつり 入場者数（2 日間）2,324 人 

設置年月日 昭和 60年 11 月 1 日 

所 在 地 新座市新堀一丁目 5 番 9 号 

Ｔ Ｅ Ｌ 042-492-4655 

Ｆ Ａ Ｘ 042-494-1406 

E - m a i l nisikomi@city.niiza.lg.jp 

敷 地 面 積 2,260 ㎡ 

建物延床面積 1,489 ㎡（鉄筋コンクリート 2 階建） 

★令和 6 年度利用延べ回数及び利用人数 

2,404 回（27,700 人） 

 

mailto:toukomi@city.niiza.lg.jp
mailto:nisikomi@city.niiza.lg.jp
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 (5) 公民館等使用料 

公民館・コミュニティセンター使用料 

施設名 
使用料(単位 円) 

午前  午後 1 午後 2 夜間  全日 

中
央
公
民
館 

和室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

視聴覚室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

講義室 １，４６０ １，０４０ １，０４０ ２，３００ ４，６００

美術室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

レクリエーション室  １，８８０ １，２５０ １，２５０ ２，７２０ ５，４４０

体育室 ４，１８０ ２，０９０ ２，０９０ ４，１８０ １２，５７０

実習室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

青年室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

陶芸室 ― ― ― ― １，０４０

児童室 ５２０ ３１０ ３１０ ８３０ １，５７０

暗室 ３１０ ２００ ２００ ５２０ １，０４０

野

火

止

公

民

館 

軽体育室 ３，１４０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０ ９，４２０

講義室１ ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

講義室２ １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

講義室３ ５２０ ３１０ ３１０ ８３０ １，５７０

美術室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

音楽室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

実習室 １，２５０ ７３０ ７３０ １，６７０ ３，３５０

和 室  ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

児童室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

栄
公
民
館 

会議室兼軽体育室 １，２５０ ６２０ ６２０ １，２５０ ３，７７０

児童室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

会議室 ４１０ ３１０ ３１０ ８３０ １，６７０

和室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

実習室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

研修室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

栗
原
公
民
館 

会議室兼軽体育室 ２，０９０ １，０４０ １，０４０ ２，０９０ ６，２８０

児童室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

会議室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

和室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

実習室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

畑
中
公
民
館 

会議室兼軽体育室 ２，７２０ １，３６０ １，３６０ ２，７２０ ８，１７０

児童室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

研修室 １，５７０ １，０４０ １，０４０ ２，７２０ ５，４４０

会議室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

和室 ４１０ ３１０ ３１０ ８３０ １，６７０

実習室 １，２５０ ７３０ ７３０ １，６７０ ３，３５０

講義室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

暗室 １００ １００ １００ ３１０ ５２０
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※実習室のガス器具を利用する場合は、１台につき午前・午後１・午後２及び夜間の区分

ごとに１００円を徴収する。 

 

※利用区分 

午前 (午前 9 時～正午) 

午後１(午後 1 時～午後 3 時) 

午後２(午後 3 時 30 分～午後 5 時 30 分) 

夜間 (午後 6 時～午後 9 時 30 分) 

全日 (午前 9 時～午後 9 時 30 分) 

 

施設名 
使用料(単位 円) 

午前  午後 1 午後 2 夜間  全日 

大
和
田
公
民
館 

会議室兼軽体育室 ３，１４０ １，５７０ １，５７０ ３，１４０ ９，４２０

児童室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

研修室 １，４６０ ９４０ ９４０ ２，０９０ ４，１８０

会議室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

和室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

実習室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

暗室 １００ １００ １００ ３１０ ５２０

東

北

コ
ミ
ュ
ニ  

テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

ホール ２，５１０ １，５７０ １，５７０ ３，７７０ ７，３３０

集会室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

和室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

研修室 ２００ ２００ ２００ ６２０ １，０４０

小会議室 ２００ ２００ ２００ ６２０ １，０４０

西

堀

・

新

堀 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

郷土資料展示室 １，０４０ ６２０ ６２０ １，４６０ ２，９３０

集会室兼体育室 ３，５６０ １，７８０ １，７８０ ３，５６０ １０，６８０

和室 １，２５０ ７３０ ７３０ １，６７０ ３，３５０

研修室 １，４６０ ９４０ ９４０ ２，３００ ４，６００

会議室 １，２５０ ７３０ ７３０ １，６７０ ３，３５０

談話室 ６２０ ４１０ ４１０ １，０４０ ２，０９０

集会室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

料理実習室 １，２５０ ７３０ ７３０ １，６７０ ３，３５０

児童遊戯室 ８３０ ５２０ ５２０ １，２５０ ２，５１０

暗室 １００ １００ １００ ３１０ ５２０
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７ ふるさと新座館 

 

ふるさと新座館は、観光都市にいざ

の発信拠点として、また、市民の皆様

が学ぶことができ、その成果を発表で

きる文化拠点として整備した、「野火止

公民館」、「ふるさと新座館ホール」、「新

座農産物直売センター」の３つの機能

を有する複合施設である。 

 平成３０年４月１日から指定管理者

制度を導入した。 

開 館   平成２４年１１月１日 所在地  新座市野火止６-１ -４８  

利用時間  午前９時から午後９時３０分まで  

休館日  毎週月曜日（祝日の場合は開館）  

１２月２９日から１月３日まで  

電  話  ０４８ -４７８ -４５２３  ＦＡＸ  ０４８ -４８２ -４５９４  

敷地面積  １９７１．１㎡  延床面積  ３８６４．６㎡  

地下２階  ふるさと新座館ホール 

地下１階  機械室等（地下１階は一般の方の立入りはできません。）  

１階  新座農産物直売センター  

２階  野火止公民館  

※  新座農産物直売センターの営業日、電話番号等は一部異なる。  

 

 

ふ る さ と 新 座 館 ホ ー ル  

新 座 農 産 物 直 売 セ ン タ ー  野 火 止 公 民 館 （ 軽 体 育 室 ）  




